
2013年5月9日（木）  晴　第41回
クラブテーマ：「熱田の杜・友愛・気品」

～出席奨励月間～第1597回例会

　こんにちは。本日の卓話は会員の森恒夫さん
にお願いをしています。貴重なお話が聞けると
思います。昨日、熱田神宮創祀1900年大祭に
お招きを頂き、名古屋瑞穂RC会長として参加
させて頂きました。当クラブからは鈴木圓三さ
ん、髙村博三さん、近藤雄亮さんが参加されて
いました。100年に一度の大祭にお招きを頂
き、熱田で育った私には本当に名誉なことであります。白鳥小学校へ
の通学路として、毎日神宮東門の新宮坂町から熱田神宮を通り抜け
て通いました。また、小学生の遊び場として熱田神宮は冒険の国で
もあり、夏のカブト虫取りでは進入禁止のお清水に入り守衛に捕ま
り亡き母に守衛室に迎えに来てもらったり、名古屋瑞穂RCが蛍を
育てた池に浮かぶ丸太に乗り、そして落ちてずぶ濡れで家に帰った
など思い出がいっぱいあります。皆様、ご存知かと思いますが、素戔
嗚尊(スサノオノミコト)は出雲の国で八岐大蛇(ヤマタノオロチ)を退
治した時に、その尾から出たという御剣の雨群雲剣(アメノムラクモ
ノツルギ)を発見し、天照大神(アマテラスオオミカミ)に献上しまし
た。のちに日本武尊(ヤマトタケルノミコト)が東国平定途中に伊勢
神宮に参拝し倭姫尊(ヤマトヒメノミコト)からこの剣と火打石を授
けられ、この剣を持ち駿河国へ狩りに行き、その時に賊が野に火を
放って尊を焼き殺そうとした、その時、尊は御剣で草を薙ぎ、火打石
で向かい火を点け賊を滅ぼしたことから、この御剣を草薙御剣(クサ
ナギノミツルギ)と称すようになりました事は周知の事であります。そ
の後、日本武尊は東国を平定され尾張の国に帰られ妃を娶られ、伊
吹山の賊を平定せよとの天皇の命を受け出発をしましたが、伊吹山
中で病に倒れ、都へ帰る途中伊勢の国、今の亀山で亡くなりました。
その時、その御剣は妃の下に留め置かれており、それを尾張一族の
祭り場としていた熱田の地にお祀りしたのが熱田神宮の始まりで
す。その時から今年で1900年を迎えたことを記念して、この1900
年大祭が開かれました。このお話は昔から私が知っている神話と昨
日神宮様から頂いた日本神話のマンガ本から得た知識であります。
小串宮司さんが昨日祝賀会で仰っていましたが、この日本神話のマ
ンガ本を河村市長が教材として学校で使用したいと思っているそう
ですが、なかなか諸事情で難しいようです。私は昨晩読みましたが
大変面白い漫画ですので、皆さんも一読頂いたらいかがかと思いま
す。会長挨拶と致します。ありがとうございました。

会長挨拶 松波恒彦会長

本日13：40よりヒルトン名古屋9階「ことぶきの間」にて第6回
CA・第11回理事会を行います。
5月16日(木)はなごやか例会を行います。
5月16日(木)13：40よりヒルトン名古屋9階「ことぶきの間」にて
「新、中堅会員提出質問」回答作成会議を行います。

幹事報告 平野好道幹事

・

・

・

・

・

・
・

・

・

・

5月は結婚記念と家内の誕生月です。長い年月重ねています。

5月3日は私の誕生日でした。敬老手帳を頂きました。

5月1日は、50回目の結婚記念日でした。年月が過ぎるのも早いも
のです。
昨日は偶然、私共夫婦の金婚式記念日で、天野夫妻、稲葉夫妻に
祝って頂きありがとうございました。
4月28日は家内の誕生日でした。綺麗なお花をありがとうござい
ました。
仕事のため早退します。
ゴールデンウィークは木曽駒に行って来ました。新緑＆御嶽が綺
麗でしたが、ゴルフは相変わらずでした。
ゴールデンウィークはお陰様で、しっかり働きました。

昨日、熱田神宮創祀1900年大祭に参加させて頂きました。

本日、卓話をさせて頂きます。

岩本　成郎さん

長瀬憲八郎さん

田中　政雄さん

平野哲始郎さん

伊藤　　豪さん
遠山　堯郎さん

湯澤　信雄さん

鈴木　淑久さん

松波　恒彦さん
森　　恒夫さん

ニコボックス 神田広一ニコボックス副委員長
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会員63名　出席53名  （出席計算人数48名）

出席率　94.6％ 4月25日は補填により 96.2％

出席報告 　神田広一出席副委員長

　7月のゴルフ例会日程変更についてお知らせ致します。7月3日
(水)から7月5日(金)に変更致します。よろしくお願い致します。

　リスボン国際大会の参加者に申し上げます。本日、後ほどお手元
に資料をお渡しします。団体10名、個別3名、計13名の方が出席さ
れると思います。資料をご確認頂き、間違いがございましたら事務局
の方へお知らせ頂きたいと思います。

委員会・同好会報告
国際奉仕委員会：本多清治副委員長

ゴルフ部会：堀　慎治ゴルフ部会幹事

5月お誕生日おめでとう
髙村　博三さん　長瀬憲八郎さん　加納　　裕さん　
堀　　慎治さん
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■次週の卓話

例会のご案内

■次々週卓話 5月30日(木) 

5月23日(木) 
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第17回ザ・チャレンジドゴルフ
トーナメント厚生労働大臣杯
全国身体障害者ゴルフ大会
チャンピオン
小野功次郎さん
ザ・挑戦(軟骨肉腫と障害者ゴルフ)
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14-15年度地区幹事
髙須洋志さん
地区運営～組織・活動・資金～

森恒夫さん卓話
政権と税(租税法律主義)

国際ロータリーニュース
英国の学友と米国の学友会が財団の賞を受賞

　イギリス
　租税の賦課徴収は、現在では必ず法律の根
拠に基づいて行われなければなりません。これ
を租税法律主義と言います。この租税法律主義
は、長い時間の末、民衆が勝ち取った権利です。
　1215年、ロンドン郊外テムズ河の中州におい
て、イングランド国王ジョン王と貴族の間で有名
なマグナカルタ(大憲章)が、制定されました。
ジョン王がフランス王フィリップ2世との戦いに敗れ、フランス内の領
地を失ったにもかかわらず、費用捻出のため恣意的かつ頻繁に課税を
行い、同時に全国民に軍役を課し、新たに戦いを仕掛けて再び敗戦し
た為に、貴族の怒りが爆発したものです。王の権限を制限する文書に
国王が承諾を与え、事態の収拾をはかったことで、制定されたもので
す。重要な項目の一つに「王の決定だけでは戦争協力金などの名目で
税金を集めることが出来ない」と定めた12条は、租税法律主義の最
初であると言われるものです。当時は臣民の信頼を失った王は、自ら
退位するか、処刑されるかしかなく、その後新たな王が立てられるの
が通常でありましたが、この時はジョン王は王の権限を制限する文書
に国王が承諾を与えることで事態の収拾を計り制定された物です。
　翌1216年、ジョン王が死亡し、9歳のヘンリー3世が後継となりま
すが、子供である為1225年にマグナカルタは大幅に改定されていま
す。この1225年版のマグナカルタは、憲法のないイギリスでは現在で
も裁判でしばしば引用されている重要なものとなっています。
　その後、成長したヘンリー3世は独裁政治を行った為貴族の反乱を
招き、その結果貴族だけでなく、県、村、都市の代表者や聖職者も含め
た議会を開催することになりました。この議会がシモン・ド・モンフォー
ルの議会と言い庶民院、現在のイギリス下院の始まりと言われるもの
です。

　日本
　我が国の租税法律主義は欧米のように税を負担する者が、血を流
して獲得したものではありません。大化の改新で、祖・庸・調の制度が
定められましたが、大宝律令(701年)を経て養老令が制定され、施
行は757年となっています。租税の制度化に対して人民の不満がな
かったとはいえないが、イギリス等のような専制君主の苛政に対して

組織的に反抗するという現象は日本の古代史のなかにはありません。
その後も明治時代に到る間大きな問題は無く過ぎ、明治維新後の地
租改正に際して百姓一揆が発生していますが、100分の3より100分
の2.5に引き下げることにより鎮静化しています。
　明治22年に制定された明治憲法62条は「新たに租税を課し、税率
を変更する法律を持って之を定むべし」と規定し、現在の昭和憲法84
条とほぼ同じものであり、労せずして租税法律主義を手に入れたので
あります。

　フランス
　フランス革命の原因となったのもアンシャンレージム(旧制度)の下
に於ける農民の重税負担でありました。
　アメリカの独立戦争や宮殿の造営等による多額の出費により、財政
危機となり国民に重税を課した為、民衆が1789年7月14日バスチュ
ウユの牢獄を襲い、革命が始まりました。1789年8月国民議会は封
建制度廃止を宣言し、人権宣言を出しております。その第14条では
「すべての市民は、自身でまたはその代表者により、公の租税の必要性
を確認し、これを自由に承諾し、その使途を追及し、かつその金額基
礎・徴収及び存続期間を規定する権利を有する」とし、租税法律主義
を掲げています。

　アメリカ
　アメリカ合衆国の独立も、イギリス政府の不当な課税が契機となっ
ていると思われます。イギリスはアメリカに駐在する軍隊の費用を捻出
する為に、砂糖条例、印紙条例など増税を植民地人民に課しました。
これに対してバージニア植民地議会は、1765年5月に反対決議をして
います。即ち「代表なければ課税なし」という原則を要求したものです。
　1775年から始まった独立戦争によってイギリスの植民地統治機
構が解体し、1776年7月4日トーマス・ジェファーソンの起草による独
立宣言がワシントンによって発表されています。
　その前1776年6月12日にバージニアの権利章典が起草されてい
ます。即ち「我々の代表の同意なしには、公共の用途の為に課税し、又
はその財産を剥奪することはできない」としており、アメリカに於ける
租税法律主義の芽生えであると評価できるものです。

　2012-13年度ロータリー財団学友人道奉仕
世界賞に、英国ノッティンガムの眼科医、ハーミ
ンダー・シン・デュアさんが選ばれ、2013年RI国
際大会（ポルトガル、リスボン）開催中の6月25
日に授賞式が行われます。
　1981年にインドのナグパー・サウス・ロータ
リー・クラブ（第3030地区）から派遣され、研究
グループ交換（GSE）メンバーとして、米国ペンシ
ルベニア州（第7300地区）を訪問したデュアさんは、現在、ノッティン
ガム大学クイーンズ・メディカル・センターの眼科で所長と教授を務め
ています。これまでに英国、インド、米国で治療を行い、また世界各地
の医師の研修にも尽力してきました。角膜疾患治療の権威として知ら
れ、専門手術の執刀にもあたっています。
　インドに住んでいた頃は、ロータリーや非政府組織（NGO）を通じ
て数々の眼科診断を無料で提供し、白内障や緑内障を患う貧しい患
者のために無料で手術を行いました。 「貧困の中で暮らしていた村人
たちの生活は、目の手術によって大きく改善されました。視力障害者
のために先々を案内する必要がなくなった子どもたちは、学校にも通
えるようになりました。村人が抱えるニーズは大きいですが、私たちは
その一部を助けることができるのです」とデュアさん。GSEでの貴重な
経験やキャリアへの影響を与えてくれたロータリー財団に深く感謝し
ていると、デュアさんは話します。「人生を変え、今の私を形づくるきっ
かけとなったのは、まさに、GSEチームメンバーに選ばれたことです。
GSEで生まれて初めて海外を訪れ、世界への視野が開けました」
最優秀賞に選ばれた米国の学友会
　2012-13年度ロータリー財団最優秀学友会賞には、第6560地区
学友会（米国インディアナ州）が選ばれました。2007年に設立された
この学友会は、学友とロータリー・クラブとの交流に力を入れていま
す。毎年、同窓会を主催している他、ロータリーの地区大会と国際大
会に出席したり、現在のプログラム参加者のためのオリエンテーショ
ンにも協力しています。
　この学友会は、フィッシャーズ・ロータリー・クラブが始めた「Water 
Is Life」という水プロジェクトに参加し、募金活動に協力した他、シエ
ラレオネで80の井戸設立に貢献しました。また、ポリオ・プラスも支援
しており　、新メンバーのオリエンテーションで寄付を呼びかけています。 

■今週の行事 5月16日(木) なごやか例会

※卓話終了後、臨時クラブフォーラム
(ガバナー活動資金について )を開催致します。
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